






下北沢地域に補助54号線は必要ないが、事業費の比較衡量は必要と主張して   

いる（原告準備書面27・20頁）。  

補助54号線に係る平成15年都市計画変更決定が、その手続及び内容のい   

ずれにおいても、的確かつ適切であったことは、既に被告東京都が説明してき   

たところである（被告東京都準備書面（1）19頁及び同（8）5頁など）。  

行政施策遂行において、地方自治法や地方財政法が規定するように、最小の   

経費で最大の効果を挙げることが求められることは否定するものではないが、   

本件都市計画決定において、補助54号線全体の幅員を15メートルとした場   

合の事業費を算出して、これを平成15年都市計画変更決定の幅員の事業費と   

比較することが、都市計画策定において重要であるとするのは、原告ら独自の   

見解であり、合理性を認めることはできないものである。  

以上  
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